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最高裁秘書第153号

令和3年1月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村

司法行政文書開示通知書

令和2年12月25日付け（同月28日受付，第020832号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通

知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

令和2年12月22日付け契約書（片面で15枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，公にすることにより，法人の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがある情報（法人の印影）が記載されており， この情報は,

行政機関情報公開法第5条第2号イに定める不開示情報に相当することから， こ

の情報が記載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話〔)3 （3264） 5652 （直通）
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司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（第74期） （以下「業務」 という6 ）に関

し，発注者最高裁判所（以下「発注者」 という｡ ） と受注者株式会社地区宅便(以下
「受注者」という。 ） とは，次の条項及び別添仕様書（以下｢仕様書」 ・とい;う。 ）によ

り請負契約（単価契約）を締結し，信義に従い，誠実にこれを履行するものとする。

（業務の名称, 、内容等）

第’条業務の名称， 内容，契約単価並びに予定総額は，次のとおりと載る｡ ‘
（1） 名 称司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（第74期）

（2） 業務'の内容仕様書のとおり

（3） 契約単価別表のとおり

（4）予定総額金2， 183，： 934円

， （うち消費税及び地方消費税額金198， 539円） ．

（契約期間及び履行期限)

第2条契約期間及び履行期限は，孜のとおりとする。ただし，やむを得ない事由があ

る場合は，発注者及び受注者が協議して， これを変更することができる。

（1） 契約期間契約締結日から令和3年3月26日まで

．(2) 履行期限仕様書のとおり

（契約保証金) ‐

第3条受注者は，契約保証金の納付を要しないものとする。

（権利義務の譲渡等の制限） ． . 、

第4条受注者は, この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部をj書面に

よる発注者の承諾を得た場合を除き，第三者に譲渡し，又は承継させてはならない6た

だし，信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和25年政令第350号）第1

条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては， この限りでな

い。 ． ．

2 前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合,、発注者の対価の支払による弁

済の効力は,､発注者がj予算決算及び会計令（昭和22年勅令第1．65号）第42条の

2に基づき‘センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとす
る。

（下請等の禁止）

第5条受注者は，業務を第三者に委託し，又は請げ負わせてはならない。ただし．，書

面による発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。

（業務の監督等）

第6条発注者は，業務の必要な監督を行うため，監督職員を定めて次に掲げる事項を
心 と． 巳 q e

行わせることができる。

（1） 受注者が提出する書類の調査
(2) 業務の管理，立会い，指示，承諾又は協議

2 受注者は,監督職員の職務に協力しなければならない。

（業務完了の検査）
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第7条受注者は，各便の業務が完了した場合には，業務完了報告書をもって，発注者

に通知しなければならない。

2発注者は，前項の通知を受理した場合には，その受理した日から起算して10日以

内に，発注者の定めた検査職員に必要な検査を完了させ,そ．の結果を受注者に通知し

なければならない。

3 受注者陰，前項の検査に合格しなかった旨の通知を受理した場合には，発注者の指

示に従い，遅滞なく必要な措置を講じ,速やかに再度の検査を受けなければならな

い。この場合における検査の完了の時期は，発注者が新たに業務完了した旨の通知を

受理した日から起算して10日以内とする。

(代金の支払)

第8条受注者は，前条の検査に合格した旨の通知を受理した場合には，遅滞なく代金

の支払請求書を発注者に提出するものとする。

2 発注者は，前項の支払請求書を受領した日から起算して30日 （以下［約定期間」

という。 ）以内にi受注者の指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとす

る。

3 支払代金は，仕分け料及び運送料の運送数量に第1条(3)の単価を乗じて得た額（1

円未満の端数切り捨て）並びに業務完了報告書料の合計に；消費税額10％に相当す

る金額.(’円未満の端数切り捨て）を加算した金額とする。

（履行遅延の賠償)

第9条発注者は，約定期間内に代金の支払をしなかった場合には，遅延損害金を受注

者に支払わなければならない。

‘2 受注者は，その責めに帰すべき事由により業務を遅延した場合には，遅延損害金を

発注者に支払わなければならない。ただし，天災その他不可抗力による場合は, この

限りではない。

3 前二項の遅延損害金は，それぞれ遅延日数に応じ，第1項の場合においては支払が

遅延した金額に対し，政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年法律第2

56号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率（ただし，率

適用は財務省告示の施行日による6 ）の割合で計算した額とし，前項の場合において

は業務が遅延した部分の代価に対し，民法（明治29年法律第89号）第404条に

基づき算出される法定利率の割合で計算した額とする｡ただし，その額に100円未

満の端数があるときは， これを切り捨て,その額が100円未満であるときは，その

支払を要しないものとする。

（検査の遅延）

第10条発注者がその責めに帰すべき事由により第7条第2項又は第3項に規定する

期間内に検査を完了しなかった場合には,その期間を経過した日から検査を完了した

日までの日数（以下「遅延期間」という。 ）を,約定期間から差し引くものとする。

この場合において，遅延期間が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は満了した

ものとみなし，発注者は，その超える日数に応じ，前条第1項及び第3項に規定する

遅延損害金を受注者に支払うものとする。

(危険負担等）
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第11条業務の完了前に生じた損害は，発注者の責めに帰すべき事由による場合を除

き，受注者の負担とする。

2成果物の納入前に天災その他の不可抗力により，債務の履行が不可能となった場合

（一部の履行が不能となり，残存する部分のみでは契約の目的を達することができない

場合を含む。以下同じ｡ ）には，発注者は，受注者からの支払請求を拒むことができ

る。

3 前項の場合，発注者は，第J4条第1項第4号に基づき催告を要せず無償で解除で

きるものとし，受注者は，発注者の同意を得て， この契約を無償で解除できるものと

する。 この場合，既に要した費用については，発注者及び受注者の各自負担とす．る。

（契約不適合責任）

第12条発注者は，業務の完了後，種類品質又は数量に関して契約の内容に適合しル

ないもの(以下｢契約不適合」 という。 ）がある場合，受注者に対し,受注者の費用で

取替え，補修,不足分の引渡しその他の措置（以下「履行の追完」，という｡）を請求すI
ることができる｡“

2 業務に契約不適合がある場合，発注者は,相当の期間を定めて受注者に対して履行

の追完を催告し，その期間内に履行の追完がないときは,その契約の不適合の程度に応

じて代金の減額を請求することができる｡ただし，民法第563条2項各号に該当する

場合は,催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。

3 前二項の規定は，民法第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及

び第5理2条の規定による解除権の行使を妨げない。

4契約不適合のうち種類又は品質についての前三項の権利は，業務の完了後,発注者

が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは行使する

ことがで､きない。

（秘密の保持）

第13条発注者及び受注者並びにその職員，代理人及び使用人は，業務の遂行に際し

知り得た相手方の秘密事項を他に漏らし，又は他の目的に使用してはならない。

（発注者の契約解除権） ．

第’4条発注者は，受注者（その代理人及び使用人を含む。 ） カミ次の各号のいずれか
に該当す．る場合には， この契約を解除することができる。 このうち，第2号から第4

号までに該当する場合は，何らかの催告を要しない。

（1） こ'の契約の条項又は仕様書に違反した場合（第4号を除く.。 ）

ただし，違反がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは， こ

・ の限りではない。

（2） 監督職員の監督若しくは検査職員の検査を妨げ，又は妨げようとした場合

（3） 詐欺その他の不正行為をし,又はしようとした場合

(4) 民法第542条1項各号に該当するときその他， この契約の目的を達することが

できないと認められる場合

2 前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，受注者の負担とする。

3 発注者は，第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検

査に合格したものがあるときは， これに相当する代金を受注者に支払うものとする。
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4第2項及び前項の規定は，民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合

に準用する。

(受注者の契約解除権）

第15条受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合には， この契約を解

除することができる。 このうち，第2号又は第3号に該当する場合は，何らの催告を

要しない。

： (1) こ:の契約の条項又は仕様書に違反した場合（第3号を除く。 ）

（2） 著しく契約条項と異なる指示をしたため， この契約を履行することが不能となっ

た場合

（3） 民法第542条1項各号に該当するときその他この契約の目的を達することがで

きないと認められる場合

2前項の規定による契約の解除に伴う必要な費用は，発注者の負担とする。

3受注者が第1項の規定により契約を解除した場合において，業務の既済部分で検査

に合格したものがあるときは，発注者は， これに相当する代金を受注者に支払わなけ

ればならない。

4第2項及び前項の規定は，民法第542条2項に基づき契約の一部を解除する場合

に準用する。

（違約金）

第16条前二条の規定によりこの契約が解除された場合には；受注者又は発注者は,

違約金として予定総額の10分の1に相当する金額を発注者又は受注者の指定する期

限内に支払わなければならない。

（談合等の不正行為にかかる違約金）

第17条受注者は， この契約に関し，次の各号のいずれかに該当する場合には，発注

者の請求に基づき,予定総額の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指

定する期限内に支払わなければならない。

（1）受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22隼法律第5

4号｡以下｢独占禁止法」 という｡）第3条の規定に違反し；又は受注者が構成事
業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公

正取引委員会が受注者に対し』独占禁止法第7条の2第1項（独占禁止法第8条の

3において読み替えて準用する場合を含む。 ）の規定に基膏く課徴金納付命令（以
下｢納付命令」という。 ）を行い， 当該納付命令が確定したどき（同委員会が,受

注者に対して，独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の

納付を命じない旨の通知を行いj又は確定した当該納付命令を独占禁止法第63条

第2項の規定により取り消した場合を含む。 ） 。

(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定による排除措置命令、

（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下‘[受注者

等」 という。 ）に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものを

いい, ，受注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令ずべてが確

定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令｣

という。 ）において， この契約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定

｛

4



に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき｡ただし,受注者が

独占禁止法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が独占禁止法第2

条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15

号）第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為とし

て,受注者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときはこの限りでない。

（3） 納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1
号の規定に違反する行為が､あったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において, この契約が,当該期間（これらの命令に係る
事件について,公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い， これが確定したと

きは， 当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期

間を除く。 ）に入札（見積書の提出を含む。 ）が行われたものであり，かつ，当該
取引分野に該当するものであるとき。

（4） 受注者又は受注者の代理人の刑法第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若

しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

2 受注者は，前項第4号に規定する場合に該当し，かつ，次の各号のいずれかに該当

する場合には，前項の予定総額の10分の1に相当する金額のほか，予定総額の10

O.分の5に相当する金額を違約金として発注者の指定する期限内に支払わなければな

らない。

（1） 前項第2号に規定する確定した納付命令について，独占禁止法第7条の2第7
項）第8項又は第.9項の規定の適用があるとき。

（2） 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において,受注者又は受注者の代理人

（受注者が法人にあっては，その役員又は使用人を含む。 ）・が違反行為の首謀者で
あることが明らかになったとき。

（3） 受注者が発注者に対し，独占禁止法に抵触する行為をしていない旨の誓約書を提

出しているとき。

3 受注者は,契約の履行を理由として，前二項の違約金を免れることができない｡

4第1項及び第2項の規定は；発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過す

る場合において発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない｡
（談合等の不正行為にかかる発注者の契約解除及び違約金に関する遅延利息)，

第’8条受注者が前条の違約金を発注者の指定する期限内に支払わないときは，発注
者は何らの通知催告を要せずこの契約の全部又は一部を解除することができるものと

し，受注者は当該期限を経過した日から支払をする日までの日数に応じ，民法第40

4条に基づき算出される法定利率の割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わな
ければならない。

（属性要件に基づく契約解除)

第19条発注者はj受注者が次の各号の一に該当すると認めるときは，何らの催告を

要せず，本契約を解除することができる｡

(1)法人等（個人，法人又は団体をいう。 ）の役員等（個人である場合はその者j法人

である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。 ）の

代表者，団体である場合は代表者,理事等jその他経営に実質的に関与している者を

I
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いう。以下同じ。 ）が，暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ｡ ）又は

暴力団員等（同法第2条第6号に規定する暴力団員又は第32条第1項第2号ないし

第4号に規定する者及び団体をいう。以下同じ。 ）であるとき。

（2） 役員等が， 自己， 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的，又は第三者に損

害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき。

（3） 役員等がい暴力団又は暴力団員等に対して,資金等を供給し，又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し〉若しくは関与していると

き･

（4） 役員等が,暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれを利用するなどし

ているとき。

（5） 役員等が，暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると

き。

（行為要件に基づく契約解除）

第20条発注者はb受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当す

る行為をした場合は，何らの催告を要せず，本契約を解除する．ことができる。

（1）暴力的な要求行為

（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為

（3）取引に関して脅迫的な言動をし，又は暴力を用いる行為
・ ・ ・ノ

（4） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為

（5） その他前各号に準ずる行為

‘(表明確約）

第21条受注者は，前二条のいずれにも該当しないことを表明し，かつ，将来にわた

っても該当しないことを確約する。 、
； ．

2 受注者は,前二条各号の一に該当する行為を行った者（以下「解除対象者｣ とい
う。）を再請負人等（再請負人（再請負が数次にわたるときは，すべての再請負人を

含む。 ） ，受任者（再委任以降のすべての受任者を含む， ）及び再請負人若し<は受

任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同

じ。）としないことを確約する。

（再請負契約等に関する契約解除）

第22条受注者は，契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは，

直ちに当該再請負契約人等との契約を解除し，又は再請負人等に対し当該解除対象者

に該当する再請負人等との契約を解除させるようにしなければならない。

2 発注者は，受注者が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し，若し

くは再請負人等の契約を承認したとき，又は正当な理由がないのに前項の規定に反し、

て当該解除対象者である再請負人等との契約を解除せず，若しくは再請負人等に対し

当該解除対象者である再請負人等との契約を解除させる:ための措置を講じないとき

は，本契約を解除することができる。

（損害賠償）

第23条発注者は，第19条，第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除し

6



た場合は， これにより受注者に生じた損害について，何ら賠償ないし補償することを

要しない。

2 受注者はj発注者が第19条，第20条及び前条第2項の規定により本契約を解除

した場合においてう発注者に損害が生じたときは》第16条に定める方法等に従いそ
の損害を賠償するものとする。

（不当要求等に関する通報等）

第24条受注者は,: 自ら又は再請負人等が，暴力団又は暴力団員等,社会運動．政治
運動標ぽうゴ.ロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不

当要求等」 ．という。 ）を受けた場合は，これを拒否し，又は再請負人等をして， これ

を拒否させるとともに，速やかに不当要求等の事実を発注者に報告し， さらに，警察

への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

（紛争の解決）

第25条この契約書の各条項において発注者及び受注者が協議して定めるものにつ

き，協議が整わない場合その他この契約に関し発注者と受注者との間で紛争が生じた

場合には，発注者及び受注者が協議により選任した者のあっせん又は調停によ‘りその

解決を図ることとする。 この場合における紛争の処理に要する費用は，発注者及び受
注者が協議して特別の定めをした場合を除き，各自これを負担する。

（契約の疑義）

第26条どの契約に定めのない事項ぞの他疑義のある場合は，発注者及び受注者が協
議して定めるものとする。

7



この契約の証として，本書2通を作成し，発注者及び受注者が記名押印の上，各自こ
れを保有する。

令和2年12月22日

東京都千代田区隼町:4番2号

最高裁判所

支出負担行為担当官

最高裁判所事務総局経理局長

発注者

氏本厚

受注者 千葉県千葉市緑区大野台2丁目6番地15宮 ■■■■■■一－

●鎌田光
株式会社地区宅便

代表取締役

延
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仕 様 書

1件名

司法修習生用教材等の仕分け等及び運送（第74期） ’

'2運送物品及び規格等

別紙1のとおり

3運送先，運送予定重量及び運送予定数量

(1)運送先

最高裁判所（以下「発注者」 という。）が指定する司法修習予定者の住所並びに各

地方裁判所総務課，東京地方裁判所立川支部庶務第一課及び司法研修所とする。な

お,都道府県別の配布見込数量は，別紙2のとおりである。

司法修習予定者の氏名及び住所並びに各地方裁判所総務課及び東京地方裁判所立川

支部庶務第一課の住所は,契約締結後, Excelデータで受注者へ提供する。

（2）運送予定重量及び運送予定数量

別紙1の46点の物品を1セットとし， 1セット当たりの重量は約8． 7kg,運送

数量は1783セット程度が見込まれるが,実際の運送数量は司法試験の合格者数等

によって増減する(昨年は実務修習庁等158セットを含む合計1639セットを発

送した。 ,本年度司法試験の合格者発表は，令和3年1月20日 （水）の予定であ

る。） ･

：なお， 1セット分の教材を積み上げるとj .A4及びB5が高さ約16cm,A5が
高さ約6cmとなる予定である。

4仕分け及び梱包等

(1)受注者は， 1セットを運送先ごとに，受注者において用意した段ボール箱に，運送

中に破損，汚損等のないよう梱包する。

なお，別紙1の物品の箱入れの順番等は，契約締結後，追って指定する。段ボール

箱のサイズ・材質については，指定はない｡

（2）発送人の表示は, ,次のとおりとする。

埼玉県和光市南2－3－8最高裁判所司法研修所

5物品引渡方法及び引渡予定日

（1）別紙1の物品の司法研修所からの引渡し分

別紙1の物品のうち「司研引渡し（予定） 」欄に[○」印のあるものは,令和3年

1月25日 （月）から同年2月5日 （金）までの間に，司法研修所において受注者に

引き渡す。引渡し部数は,契約締結後にj追って通知する。

なお，物品は,発注者が指定する職員（以下「監督職員」 という。 ）の指示によ
り，受注者において，司法研修所の物品保管場所から搬出すること。



(2)別紙1の物品（42から46までを除く。）の印刷業者からの引渡し分

別紙1の物品（42から46までを除く｡）のうち「印刷業者引渡し（予定） 」欄

に「○」印のあるものは，契約締結日から令和3年2月5日（金）までの間に,順
次，別途発注者が契約した印刷業者から受注者に直接引き渡す。印刷業者からの引渡

し予定部数は，別紙'の‘｢印刷業者引渡し（予定） jの「部数」欄のとおりである。

なお,印刷業者引渡し分のみでは数量が不足する場合には,不足分を司法研修所に

おいて受注者に引き渡すので，受注者が司法研修所に受け取りに来ること．
おって，不足分は,監督職員の指示により,受注者において,司法研修所の物品保

管場所から搬出すること。

(3)別紙1の42から46までの物品の印刷業者からの引渡し分

原則として，契約締結日から令和3年2月5日（金）までの間に， 日本弁護士連合

会が契約した印刷業者等から受注者に直接引き渡すが，場合によっては， (1)の方法に

より受注者に引き渡す。引渡し部数は，契約締結後に，追って通知する。

6物品の発送日及び到着期限

(1)発送日 ・

契約締結後，追って監督職員から指定する｡なお，発送日は複数に分かれる場合が
あるが， 1セットを分割しての発送は予定じていない。
（2）到着期限等

ア原則として，発送日の翌日から起算して4営業日以内（土日及び祝日を除く。 ）
とする。

イ運送先の受領者の不在により物品を引き渡せない場合は， 当該受領者又は監督職
員から指定された日に再配達を行う。

ウ運送先の受領者の長期不在又は宛名不完全のため配達できない場合等は，監督職

員において,: 当該受領者への再発送日を改めて指定する。

エウによって再配達したが｝運送先の受領者の不在により物品を引き渡せない場合

は，イに準じるものとする。

オ最終到着期限は，令和3年3月23日 （火） とする。

7実務修習庁等への送付

受注者は，別紙1の46点の物品を梱包した段ボール箱を，別紙2の「実務修習庁
等」欄記載の数字の個数分，送付する。

8個人情報の取扱い

（1）受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，本業務の実施に当たっては，個人

の権利利益を侵害するこ･とのないよう，個人情報の取扱いを適正に行わなければな
らない。

（2）受注者は，いかなる場合においても，本業務に関して知り得た個人情報の内容を
みだりに他人に知らせてはならない。

（3）受注者は，本業務に関して知り得た個人情報をj本業務を実施する目的以外の目



／

的のために自ら利用し，又は，提供してはならない。

9その他

(1)運送先に物品が到着し，受領者が確認するまでは，受注者が責任を負うものとす

る。

なお，運送先の受領者から物品の不足,重複，折れ又は汚損（印刷・製本の不備に

よるものを除く6 ）等の申出があったときはj受注者は,監督職員の指示により，速

やかに， 申出をした受領者に対し,物品の追加送付又は回収を行う。回収した物品

は，司法研修所に引き渡す｡ただし；それらの費用は，いずれも受注者の負担とす

る。

(2)受注者は，印刷業者から物品の引渡しを受けたときには，直ちに数量を確認し，物

品の預かり書を司法研修所宛てに発行すること。

(3)前記5により引渡しを受けた物品に余剰が生じたときは,受注者は,監督職員の指
示により，余剰分を司法研修所に引き渡す。ただし，その費用は，受注者の負担とす

る。

なお，余剰分の引渡しにあたっては，司法研修所の物品保管場所内の監督職員が指

定した場所に搬入すること｡‘

（4） 司法研修所での物品の搬出等のために使用する車両は，降雨等の場合でも物品の汚

損等を生じさせないよう,司法研修所の搬出口に近接可能な2トン車までの車両とす

ること。

（5）運送先の受領者への物品の引渡し後,令和3年3月26日 （金）までに，運送先の

一覧に運送先ごとの到着日を追記した「業務完了報告書」を司法研修所に提出するこ

と。

（6）提供された運送先のデータ,同データを加工して作成したデータ及びその印刷物と
いった，司法修習予定者の氏名又は住所が含まれる物についてば，本業務終了後，受

注者において，データ消去ソフトウェア若じくはデータ消去装置の利用による磁気的

な破壊等，シュレッダー等による物理的な破壊等の方法を用いて，速やかに復元が困

難な状態にし,その旨の報告書を司法研修所に提出すること。

（7）印刷業者が持ち込むパレッﾄ及び梱包資材等は，受注者が適宜処分すること。

（8） いわゆるグリーン購入法における運送の判断基準を満たしていること｡．

（9）本仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた場合はj発注者及び受注者が協

議の上，定めるものとする。

舎



1

(別紙1）
I

第74期事前配布教材一覧表(予定）

物 品 名 規格
予定
重量

(9)

司研引渡し(予定）

有無 部数

印刷業者引渡し(予定）

有無． 部数

1 目録 A4 10 ○ 1,750
■■■■■ 0

2 司法修習ハンドブック A5 110 一 0 ○ 1,750

3 修習生活へのｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
q

A5 45 ー 0 ○ 1,750

4 司法修習開始までの準備について A4 125 － 0 ○ 1,750

5 第4版民事訴訟第一審手続の解脱別冊記録に基づいて A4 150 ○ 150 ○ 1,600

6 第4版民事訴訟第一審手続の解説別冊記録
e ●

A4 280 一 0 ○ 1,750

7 対話で考える民事事実認定 一教材記録一 A4 110 ○ 150 ○ 1,600

8 民事訴訟における争点整理一教材記録一 A4 90 ○ 150 ○ 1,600

9

｡

10訂民事判決起案の手引 A5 150 ○ 100 ○ 1,650

10 ｢10訂民事判決起案の手引｣別冊事実摘示記載例集 A5 60 ○ 200 ○ 1,550

ll ｢10訂民事判決起案の手引｣別冊事実摘示配載例築一民法(債権関係)改正に伴う楠訂版一■ ｡ A5 80 ー 0 ○ 1,750

12 新問題研究要件事実 A5 190 ○ 50 ○ 1,700

13 新問題研究要件事実追補一民法(債権関係)改正に伴う追補一 A5
e

●

25 ○ 200 ○ 1,550

14 事例で考える民事事実認定
● ｡

A5 150 ○ 100 ○ ● 1,650

15 3訂紛争類型別の要件事実 A5 200 ー 0 ○ 1,750

16

■ ■

■

7訂民事弁護における立証活動(増補版） A4 600 ○ 150 ○ 1,600

17 民事弁護教材改訂民事保全(補正版） A5 220 ○ 150 ○ 1,600

18

P e

民事弁護教材3訂民事執行
｡

へ

A5 215 ー ヘ 0 ○ 1,750

19 8訂民事弁護の手引き(増訂版） A4 450 ○ 150 ○ 1,600

20 プﾗｸﾃｲｽ刑事裁判(平成30年9月） A4 215 ○ 50 ○ 1,700

別
一
皿

一

ブﾗｸﾃｨｽ刑事裁判(別冊)(平成30年9月）
一→手 一凸一一一一一一F 司旬一一F■一寸一一七一一戸一一句凸 ､ ﾛ 一一● ■ ､ T ､ ' 可 ．P■ ﾏ ｰ 0 －■

プロシーデイングス刑事裁判(平成30年9月）

Ｍ
一
Ｍ

、215
印画＝一q貝守 ■ 竜■■

.280

○
一
○

50

50
ゆ 0

○
一
○

1,7001
1,700

23 刑事事実認定ガイド(令和2年12月） A4 245
。
一 0 ○ 1,750

24 処断刑等はどのように決まるか A4 30 ○ 1,750
■■■■■ 0

25 平成19年版刑事判決書起案の手引 A5 170 ○ 50 ○ 1,700

26 平成27年版少年審判手続について A4

｡ ●

90 ○ 150 ○ 1,600

〃
一
鯛

平成30年版検察講義案

検察演習問題(再訂版）

A4

A4

785

60

○

○

150

150

○

○

1,600

1,600

29 検察'終局処分起案の考え方(令和元年版） A4 180 ○ 250 ○ 1,500

30 刑事弁護の手引き A4 60 ○ 1,750
■■■■■ 0

31 民事総合実施要領 A4 20 ○ 1,750
■■■■■ 0

32 民事総合資料 A4 120 ー ． 0 ○ 1j750

33 講義1(立証）実施要領(設問付）
0

A4 15 ○ 1,750
ー 0

34 講義3(弁護士倫理･職責等）実施要領(設問付） A4 5 ○ 1,750 ■■■■■ 0

･35
●

優越的地位の濫用規制(独占禁止法)･下謂法に係る運用について
、

A4 ( 30 ○ 1,750 一Ｐ 0

36 知って守って下請法
● ､

A4 110 ○ 1,750
■
一 0

37 下請取引適正化推進講習会テキスト A4 555
oC

○ 1,750 ■■I■■■ .0

38 民事弁護実務の基礎~ｼﾅﾘｵ民事保全･執行～ A4｡ 40 ○ 1,750
ー

蛤 0

39 民事弁謹実務の基礎～シナリオ民事保全･執行～［資料編］ A4 75 ○ 1,750 一 0

40 民事弁護実務の基礎～はじめての和解条項～ A4 85 ○ 1,750
ー 0

41 第74期司法修習検察導入修習講義参考事例 A4 45 1■■■■■ 0 ○ 1,750

42 接見交通権マニュアル ● ●

0

A4 590 －

C

O ○ 1,750

43

4 も

ハンドブックー身体拘束からの解放一 A4 425 ○ ､292 ○ 1,458

44 解説弁護士職務基本規程 B5 490 ○ 295 ○ .1,455

45 被疑者ﾉート A4 160 ○ 120 ○ 1,630

46 取調べ対応･弁護実践マニュアル A4 400 ○ 420 ○ 1,330



(別紙2）

第74期事前配布教材数一覧表(都道府県別）

※数値には,転居による再配達分を含まない。

■
■
４
ヶ邪道床

ｃ
ｃ

県 第72麹発送実績 第73鉤 発送実懇
ト
ー
ｂ
、 第74錨予想数 実； 砦修習院

二

等 、

東京都 575 554 608
5

3

(東京地裁 総務課） 0

(東京地裁立川支部庶務第一課）
神奈川県 130 149 1 3 (横浜地裁総務課）
埼玉県 94 84 96 6 (さいたま地裁総務課3,司法研修所3）

千葉県 67 81 80 3 (千葉地裁総務課）
茨

ｑ
一
■成県 9 11 1l 3 (水戸地裁総務課）

栃木県 6 7 7 3 (宇
■
。
“
ａ郭宮地裁総務課）

。
■
。
』
。洋馬県 ･9

0 ．

7 9 3 (前橋地裁総務課）

静岡県 16 13 16 3 (静岡地裁総務課）

u梨県 2 2 3 3 (甲府地裁総務課)
■
■
、受野県 7 10 10 3 (長野地裁終務課）
目
・
〃計潟喋 ■

』
日 4 1 3 3 新潟地裁終務課）

大 坂府 122 120 131 3 (大阪地叢嚇務課）
京都府 101 82 99 3 (京都地裁総務課）

兵庫県 71 75 79 3 (神戸地裁総務瀞 ﾐ）
q ●

奈良県 20 22 23 3 (奈良地裁総務課）

滋賀県 7 7 8 3

■ ワ

(大津地裁総務課）
和歌山県 4 5 5 3 (和歌山地裁総謂；課）

愛知県 66 46 61 3 (名古屋地裁総務課）
二重県 12 8 11 3 (津地裁総務課),

岐阜県 10 7 10 3 (岐阜地裁総務課）

福井県 0 2 2 3 (福井地裁総務課）

石川県 3 9 7 3 (金沢地裁総務課）
富山県 2 1 2 3 (富山地裁総務課）

広島県 17 21 21 3 (広島地裁総務課）

山口県 1 5 4 3 (山口地裁総務課）
岡山県 12 9 ‘12 3 (岡山； 刑裁総務課）
鳥取県 ･1 3 3 3 (鳥取地裁総務課）

島
■
４
日 長陽 ｂ

巳
ｂ 0 ･4 3 3 (松ｼT仙穀鶴確謹）

福岡県 43 40 45 3 (福岡地裁総務課）

佐賀県 2 0 2 3 (佐賀地裁総務課）

長崎県 Oq q Q 0 0 3 (長崎地裁総務課）
大分県 3 1 3 3 (大分地裁総務課）

①

熊本県 4 5 5 3 (熊本地裁総務課）
鹿児島県 6 1 4 3 (鹿児島地裁総務課）
宮崎県 2 0 2 3 (宮崎地裁総務課）
沖縄県 8． 6 8 3 (那覇地裁総務課）

宮城県 ､16 29 25 3 (仙台地裁総務課）

福島県

山形県

3

2

1
▲肉色■dｰ‐＝FW－ー~■■一口ロ守口qママP▽壷やヴーー｡●p■一

1

3

2

3

3

(福島地裁総 努課）

(山形地裁総務課）
岩手県 3 4 4 3 (盛岡地裁総務課）
秋田県 0 2 2 3 (秋田地裁総務課）

青森県 1 0 1 3 (青森地裁総務
E

， (）

北海道 23 31 30 12
(札幌地裁総務課3,旭川地裁総務

課3,釧路地裁総務課3,函館地裁
総務課3）

香川県 4 6 6 3 (高松地裁総務課）
徳島県 2 3 3 3 (徳島地裁総務課）
高知県 ､1 1 2 3 (高知地裁総務課）
愛媛脾 ■

巳
日 0 5 ･3 3 (松山地裁総務課）

合計 1491 1481 1625 158



(別表）

契約単価（消費税及び地方消費税を含まない。 ）

(1) 仕分け料

(2) 運送料

1

合計ll,311,421

（3）業務完了報告書料

総合計(1) + (2) + (S) (税抜き）

契砿 菫 』 、
『
一

号扉張 :う美溌醤 二号津 4 費磨 ヨ
333 1,783 593,739円

発洪 一■

ja

■
●
■埋戎 契縦

ｆ
一4

是
■
■
Ｐ I 予境

叱
辿

‐
ゴ
ー ﾐ洪撤量 二 に

〃
八

け
子 言令舘

q■■■

’ ﾐ只者 』
■

0 682 616 420,112 工
■■■■

■

ロ
ジ牢奈jl 県 682 154 105ぅ028

丁

■
■
一 奇ヨ :県 682 102 69,564 工
二 二
妻 ;県 682 83 56,606

T
q

■■■■
q

U

1 動 i県 682 14 9,548 工
ｇ
‐
。

一

"／ く県 682 10 6"820 工
。
■
■
ｊ
ｊ
ク ￥

・
一
口
巳
■
■ 県 682 12 8,184

■
申
■
■
Ⅱ
０
０
Ⅱ 争 面 県 694 19 13,186

T

山
『
刀
フ

、

I県 682 6 4,092
T
q

■■■■

長璽 県 694 13 9,022
T
q

■■■■

新
q

I県 694 6 4,164 工

大 府 744 134 99,696 工

京
'

し

卿 守 744 102 75,888
T
q

■■■■

q■

三

一

差‘ 副裏 744 82 61,008
T
■

■■■■

奈 を県 744 26 1Q344 工
l■■■

■

滋 圖県 744 11 8,184 工
一

Q

和 k山県 744 8 5,952 工

愛； ロ ▲
』
９ 694 64 44,416 工

一
一
一 重県 694 14 9,716 工

、
ー

鹿 県 694 13 9,022 工

＃
■■■■■

一

萱
一

一県 694 5 3,470 工

王 ノ 県 694 10 6,940 工
■■■

q

富 具 694 5 3,470 工

広 I

『
■
画
国
字
■
■
■

】
・
一
二

I
ｂ
ｂ
Ｂ 807 24 19,368 工

山口 裳 807 7 5,649 工

I岡 」 ●４ 具 807 15 12,105
丁

』

ユ
面， 又 具 807 6 4,842 工

’ 霊
●
ｊ
〃

二
Ｊ 誕

● 凸 ■■

807 6 4,842 工
■
■

一

邑 I 県 969 48 46,512
Ⅱ■■■■■

工

左7
コ

。
旧
■
毛
三
『 県 969 5 4,845 工

ロ

ｑ 受リ 『県 969 3 2,907 工

大分県 969 6 5,814 工

熊本県 969 8 7,752 工

鹿児島 県 凸
Ｌ
、 969 7 6,783 工

宮崎県 969 5 4,845 工

沖縄県 2,825 11 31 ， 075 工． q

宮城県 694 28 19,432 工

福島県 694 6 4,164 Te■
■■■■

山チ夛県 694 5 3,470
T

q

l■■■

岩三
一
一
一県 744 7 5,208 工

秋
。
■
■
■

。
■
ロ
■ 県 744 5 3,720 工

着
乞う

I価展県 744 4 2,976
T

＝

口 荊扉道 969 42 40,698
ー

工

一
‐
■
づ :川県 807 9 7,263 工
ｊ
Ｊ i島 具 807 6 4,842 工■旬
ー

㎡ i矢 ］ 旱 807 5 46035 工
B■■■

■

愛鐙
Ｚ
一
乙 具 807 6 4,842 ｑ

■

T
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